
 

 

 

 

 

 

 

 台湾から一昨日帰って来ました。深夜出発、深夜帰宅のハードスケジュールでし

たが全員健康で安心しました。詳細は来週の例会で矢島国際奉仕委員長が報告いた

します。 

 今年度もあと 4 ヶ月となり、次のステップに入ります。富岡ＲＣとの友好クラブ

締結とエレクト事務所の開設と次年度の当クラブの準備等々多くの事業を控えてお

ります。 

 皆様健康に留意して頑張りましょう。 

 
 
 

 

・ 次期地区ロータリー財団委員会補助金委員に就任予定者となりました。小野仁 

 

 

 

 

・ 3/4開催のＩＭへの行き方は夫々でお願いします。また、当日のクラブ出し物は参

加者全員で「乾杯」を歌いたいと思います。歌詞カードはこちらで準備します。 

・ レターケースにＲＩ年次大会の案内を入れてあります。諏訪グループ合同企画で

す。参加希望の方は幹事まで申し出て下さい。よろしくお願いします。 

・ 5/8(火)の例会はクラブフォーラムとし、富岡ＲＣとの調印式の打ち合わせを行い

ます。 
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はじめに・・・「相続」が「争続」にならないために 

 私たちを取り巻く経済環境は、非常に厳しい状態が続いております。

因果関係は定かではありませんが、以前では珍しい事例であった「相続人」同士の

ドロドロの争いが、最近では増加してきたという話をよく聞きます。先日の日経新

聞の記事によれば、「争いになる相続は、決して財産家だけの話ではなく、500万円

の資産を争ってもめるケースもある」そうです。「奥さんや子供たちのために折角残

した財産が、かえってそれまで仲良かった家族を憎しみのターゲットにしてしまう」

恐ろしい事例にならないような心構えをお話ししたいと思います。 

 

法定相続分 

 民法では、相続人が数人あって共同相続となる場合の各相続人の相続分を法定し

ています。子と配偶者が相続人である場合、配偶者１／２・子１／２となります。

ただし子が 2人の場合は１／２を人数で分けるので一人１／４となります。子がな

く配偶者と両親の場合、配偶者は２／３となります。さらに子も親もいない場合、

配偶者は３／４となります。 

 

相続税の仕組み 

① 課税遺産総額の計算 

現在「基礎控除額」は 5，000万円＋1，000万円×法定相続人の数となってお

ります。昨今の税収不足を補うため平成 23年度税制大綱では、基礎控除額 3，

000万円＋600 万円×法定相続人の数との案が出ました。その後国会の混乱や

震災の影響等で廃案となりましたが、近い将来改正されることが予測されます。 

相続財産の中で大きなウエイトを締めるものは、一般的に「不動産」「現預金」

「上場株等」「生命保険」「自社株」「社長貸付金」だと思われます。特に中小

企業の経営者の場合は、「自社株」と「社長貸付金」に注意が必要となります。 

② 相続税の計算 

 

贈与税の仕組み 

 民法では、「贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を

表示し、相手方がこれを受託することによって成立する契約をいう」と定めており

ます。たまにあるケースでは子供名義で親が毎月定期積立をする場合です。これは、

スタートした時点で全額贈与したとみなされます。 

課税方法① 

  暦年課税 

  特例・・配偶者からの贈与税の特例 

      住宅取得資金の非課税 

 課税方法② 

  相続時精算課税 

   特例・・住宅取得資金の非課税 

卓 話 ｢相続税・贈与税について 」 
瀬戸 雅三 会員 



 

 

「争続」にしないためのポイント 

相続税とは関係なく「遺産分割」はどなたでも経験することだと思います。「争続」

しないためのポイントをお話しします。まず第１に現在の財産債務を把握すること

です。第２に概算の相続税額を計算することです。第３に納税資金を準備する計画

をすることです。第４に遺言書を作成することです。被相続人の意思を反映させる

ためには、「遺言書」しかありません。しかし、極端な分割をすると「遺留分の減殺

請求」により「争続」となる可能性があります。 

 

おわりに 

 「相続」は、親から自分へ自分から子供へ「家の財産」を繋いでいくことです。

その際、金銭的な負担や争いの種を残さぬよう計画的に準備をされることをお薦め

致します。最高の対策は、ご自身が健康で長生きをすることだと考えます。 

 
 
 
 
  

 

 

2 月 14 日 

諏訪グループガバナー補佐 小松郁俊様  ＩＭお世話になります。皆様の参加をお

待ちしています。 

諏訪大社ロータリークラブ 山谷恭博様  ＩＭ、宜しくお願い致します。 

井上保子・牛山幸一・大橋正明・小口泰史・尾関秀雄・小野 仁・北澤洋之介・小

松正二・瀬戸雅三・武井利夫・塚田保則・中嶋孝一・中村文明・濵 俊弘・林 裕

彦・林 靖高・原 史郎・平沢清文・藤森睦美・宮坂 伸・宮坂宥洪・宮坂宥澄・

宮澤由己・山岡晴男・山岡正邦・山岸邦太郎・山崎典夫  合同例会ご苦労様です。

楽しいひとときにしましょう！！ 

山岸邦太郎  2月 11日は創業記念日です。 

 

2 月 21 日 

井上保子・尾関秀雄・小野 仁・竹村一幸・中村文明・濵 俊弘・平沢清文・宮坂

宥洪・山岡正邦・山岸邦太郎  台湾・埔里ロータリークラブに訪問に行ってまい

りました。 

小口成人・小口雅弘・林 裕彦・林 靖高・宮澤由己・矢島 實  台湾・埔里ロ

ータリークラブへの訪問された皆様、大変御苦労様でした。 

瀬戸雅三  本日卓話をさせていただきます。よろしくお願い致します。 

梅垣和彦・笠原新太郎・北澤洋之介・北村正春・小松正二・白鳥修次・高木昭好・

塚田保則・林広一郎・林 裕彦・林 靖高・原 史郎・藤森睦美・宮坂 伸・宮澤

由己・矢島 實・山岸邦太郎・山崎典夫  瀬戸雅三会員、本日の卓話、期待して

います。 

ニコニコボックス 



 

 

宮坂宥澄  4月 28日(土)は成田山蓮華不動院で晋山式を執り行うことになりまし

た。岡谷市の発展の為に頑張ります。 

中嶋孝一・中村文明・平沢清文・小口泰史・瀬戸雅三(親睦委員会)  先日の二ク

ラブ合同例会 無事終了できました。御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/14 会員数４６名、出席者２９名、出席率６９.０５％、前々回訂正７８.５７％ 

2/21 会員数４６名、出席者３３名、出席率７６.７４％、前々回訂正８１.８２％ 
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